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議長会HP

市
議
会
活
動
の
実
態
調
査
〈
下
〉

市
議
会
活
動
の
実
態
調
査
〈
下
〉　　

７
６
１
市
区
が
出
産
欠
席
規
定

【
２
面
に
続
く
】

本
会
が
実
施
し
た
「
市
議
会
の
活
動
に
関
す
る
実
態
調
査
」（
平
成
31
年
１
月
～
令
和

元
年
12
月
）
に
よ
る
と
、
会
議
規
則
で
の
議
員
の
出
産
欠
席
規
定
は
、
さ
ら
に
７
市
で

整
備
が
進
み
、
全
８
１
５
市
区
の
う
ち
９3
％
超
の
７
６
１
市
区
で
制
定
済
み
と
な
っ
た
。

本
紙
で
は
前
号
に
続
き
調
査
結
果
を
掲
載
す
る
。
本
文
中
カ
ッ
コ
内
％
は
原
則
、
調
査
対
象

８
１
５
市
区
に
対
す
る
割
合
。
調
査
結
果
は
本
会
Ｈ
Ｐ
で
掲
載
し
て
い
る
。

会
議
の
欠
席
事
由
と
し
て
、

「
出
産
（
議
員
本
人
）」
を

議
会
基
本
条
例
を
制
定
し

て
い
る
市
区
は
５
３
３
市
区

（
65
・
４
％
）。

議
会
報
告
会
を
開
催
し
た

市
区
は
４
４
５
市
区
（
54
・

６
％
）
だ
っ
た
。
う
ち
、
議

会
基
本
条
例
に
基
づ
く
議
会

報
告
会
を
開
催
し
た
の
は

３
９
２
市
区
（
議
会
報
告
会

会
議
規
則
に
規
定
し
て
い
る

市
区
数
は
平
成
30
年
か
ら
７

市
増
の
７
６
１
市
区
（
９3
・

4
％
）。
規
模
別
で
は
人
口

10
万
人
未
満
の
市
で
５
市
増

と
な
り
、
全
体
増
を
主
導
し

た
。出

産
欠
席
規
定
を
初
め
て

調
査
項
目
に
加
え
た
平
成
28

年
の
実
態
調
査
で
は
制
定

済
み
は
７
２
５
市
区
だ
っ

た
。
以
来
、
女
性
支
援
の
環

境
整
備
が
進
む
中
、
同
規
定

を
制
定
す
る
市
議
会
が
増
え
、

ペ
ー
ス
は
緩
や
か
な
が
ら
増

加
傾
向
が
顕
著
と
な
っ
て
い

る
（
グ
ラ
フ
参
照
）。

ま
た
、
令
和
元
年
中
に
出

産
に
伴
う
欠
席
事
例
は
11
市

開
催
市
区
の
88・１
％
）、
申

し
合
わ
せ
等
に
基
づ
く
議
会

報
告
会
を
開
催
し
た
の
は
53

市
区
（
同
11
・
９
％
）。

議
会
報
告
会
の
内
容
に
つ

い
て
は
▽
報
告
及
び
意
見
交

換
３
５
８
市
区
（
議
会
報
告

会
開
催
市
区
の
80・４
％
）▽

意
見
交
換
の
み
67
市
区
（
同

15
・
１
％
）
▽
報
告
の
み
7

市
区
（
同
１・６
％
）
▽
そ

の
他
41
市
区
（
同
９・２
％
）

―
と
な
っ
て
い
る
。

議
会
で「
一
問
一
答
方
式
」

を
規
定
（
選
択
制
を
含
む
）

し
て
い
る
市
区
は
６
７
８
市

区
（
83
・
２
％
）。

そ
の
根
拠
規
定
は
▽
議
会

基
本
条
例
３
１
８
市
（
一
問

議
会
基
本
条
例
・
報
告
会

議
会
基
本
条
例
・
報
告
会

議
員
間
（
自
由
）
討
議

を
規
定
し
て
い
る
市
区
は
、

平
成
30
年
か
ら
11
市
増
の

５
２
１
市
区
（
63
・
９
％
）。

根
拠
規
定
は
▽
議
会
基
本

条
例
４
６
３
市
区
（
議
員
間

（
自
由
）
討
議
規
定
市
区
の

88
・
９
％
）
▽
要
綱
や
申
し

合
せ
37
市
区
（
同
７・１
％
）

▽
会
議
規
則
８
市
（
同
１
・

５
％
）
▽
そ
の
他
13
市
（
同

２・５
％
）
―
と
な
っ
た
。

議
員
間
（
自
由
）
討
議
を

実
施
し
た
市
区
は
３
２
１
市

区
あ
っ
た
。

「
事
故
」「
出
産
（
議
員
本

人
）」以
外
の
欠
席
事
由
を
会

議
規
則
に
規
定
し
て
い
る
の

は
１
３
４
市
区
（
16・４
％
）。

具
体
的
な
規
定
事
項
は
、

▽
議
員
の
家
族
の
介
護
・
看

護
36
市
区
▽
議
員
の
配
偶
者

の
出
産
27
市
区
▽
議
員
の
家

族
の
育
児
27
市
―
な
ど
と

な
っ
て
い
る
。

グラフ　出産に伴う欠席規定を定めた市区の推移
出
産
欠
席
規
定

出
産
欠
席
規
定

一
問
一
答
方
式

一
問
一
答
方
式

議
員
間
討
議

議
員
間
討
議

※調査対象市区数は28・29年 814 市区、　30・元年 815 市区

700

750

800

31・元 （年）302928

（市区数）

725
745(+20) 754(+9)

761(+7)

一
答
方
式
規
定
市
区
の
46
・

９
％
）
▽
要
綱
や
申
し
合

わ
せ
２
８
５
市
区
（
同
42
・

０
％
）▽
会
議
規
則
42
市（
同

６・２
％
）▽
そ
の
他
33
市
区

（
同
４・９
％
）
―
と
な
っ
て

い
る
。

令
和
元
年
中
に
一
問
一
答

方
式
を
実
施
し
た
市
区
は
、

平
成
30
年
か
ら
５
市
増
１
市

減
の
７
２
５
市
区
。
質
問
の

種
類
別
で
は
、
▽
個
人
質
問

７
１
６
市
区
（
実
施
市
区
の

９8
・
８
％
）
▽
代
表
質
問

１
９
６
市
区
（
同
27・０
％
）

▽
緊
急
質
問
12
市
（
同
１
・

７
％
）
▽
質
疑
２
０
７
市
区

（
同
28・６
％
）
―
と
な
っ
て

い
る
。
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【
１
面
か
ら
続
く
】
（
同
０・８
％
）
―
と
な
っ
た
。

政
活
費
の
収
支
報
告
書
へ

の
領
収
書
の
添
付
は
、
政
活

費
を
交
付
し
て
い
る
７
１
６

市
区
全
て
が
行
っ
て
い
る
。

議
員
一
人
あ
た
り
の
交
付

月
額
は
、
▽
１
万
円
以
上

２
万
円
未
満
が
２
４
２
市

（
政
活
費
交
付
市
区
の
33
・

８
％
）
で
最
多
。
次
い
で
▽

２
万
円
以
上
３
万
円
未
満
の

１
６
９
市
（
同
23
・
６
％
）

▽
３
万
円
以
上
５
万
円
未
満

の
１
１
８
市
（
同
16・５
％
）

―
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
収
支

報
告
書
な
ど
を
公
開
し
て
い

る
市
区
は
、
30
年
か
ら
8
市

増
の
６
３
４
市
区
（
政
活
費

交
付
市
区
の
88・５
％
）。
公

開
し
て
い
る
文
書
ご
と
に
見

る
と
▽
収
支
報
告
書
５
２
３

市
区
（
Ｈ
Ｐ
上
で
収
支
報
告

書
な
ど
を
公
開
し
て
い
る
市

区
の
82
・
５
％
）
▽
領
収
書

３
２
８
市
区
（
同
51・７
％
）

▽
活
動
報
告
書
・
視
察
報

告
書
２
９
９
市
区
（
同
47
・

２
％
）
▽
会
計
帳
簿
１
７
６

市
区
（
同
27・８
％
）
▽
支
出

現
在
、
全
国
８
１
５
市
区

全
て
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
の
議
会
の
情
報
発
信
を

行
っ
て
い
る
。

情
報
発
信
の
内
容
ご
と
に

見
る
と
、
▽
議
員
名
簿
▽

会
議
日
程
▽
会
議
録
―
は

８
１
５
市
区
全
て
が
ネ
ッ
ト

公
開
し
て
い
る
。
ほ
か
、
▽

議
会
だ
よ
り
８
０
０
市
区

（
９8・２
％
）
▽
議
会
の
仕
組

み
、
議
会
用
語
の
解
説
、
傍

聴
案
内
７
９
２
市
区
（
９7
・

２
％
）
▽
質
問
通
告
書
、
質

問
内
容
な
ど
７
８
５
市
区

（
９6・３
％
）
―
な
ど
が
続
く
。

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
・
ツ

イ
ッ
タ
ー
な
ど
に
よ
り
議
会

の
情
報
を
発
信
し
て
い
る
市

区
数
は
２
８
９
市
区
（
35
・

５
％
）。今
回
か
ら
調
査
項
目

に
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
な
ど
が
加

わ
っ
た
。
内
訳
で
は
、
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
が
１
８
５
市

区
（
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
・
ツ

政
務
活
動
費
を
交
付
し
て

い
る
市
区
は
、
平
成
30
年
か

ら
１
市
増
３
市
減
の
７
１
６

市
区
（
87
・
９
％
）。
調
査

開
始
以
来
初
め
て
の
減
少
と

な
っ
た
。一
方
、交
付
し
て
な

い
市
区
は
９5
市
（
11・７
％
）。

交
付
対
象
は
、
▽
会
派

２
７
９
市
区
（
政
活
費
交
付

市
区
の
3９・０
％
）▽
会
派
ま

た
は
議
員
２
０
２
市
区
（
同

28
・
２
％
）
▽
議
員
１
６
７

市
（
同
23
・
３
％
）
▽
選
択

制
43
市
区
（
同
６・０
％
）
▽

会
派
お
よ
び
議
員
1９
市
（
同

２・７
％
）▽
そ
の
他
６
市
区

子
ど
も・女
性・模
擬
議
会

子
ど
も・女
性・模
擬
議
会

子
ど
も
議
会
は
平
成
30
年

か
ら
36
市
増
51
市
区
減
の

１
８
３
市
区
（
22
・
５
％
）

が
開
催
し
た
。
女
性
議
会

は
6
市
増
５
市
減
の
10
市

（
１・２
％
）、
模
擬
議
会

は
10
市
増
11
市
減
の
30
市

（
３・７
％
）
が
開
催
し
た
。

御
代
替
わ
り
に
伴
う

御
代
替
わ
り
に
伴
う

議

会

対

応

議

会

対

応

平
成
か
ら
令
和
へ
の
改
元

直
後
の
定
例
会
・
臨
時
会
の

呼
称
に
つ
い
て
、
▽
改
元
と

関
係
な
く
「
第
２
回
定
例

会
」
と
し
た
の
が
４
６
３
市

区
（
56
・
８
％
）
▽
回
数
を

付
け
な
い
こ
と
と
し
た
の
が

１
６
８
市
（
20
・
６
％
）
▽

改
め
て
「
令
和
元
年
第
１
回

定
例
会
」
と
し
た
の
が
77
市

区
（
９・４
％
）
▽
国
会
の

広

報

広

聴

広

報

広

聴

政
務
活
動
費
の
状
況

政
務
活
動
費
の
状
況

表　広報広聴、協定締結などの市区数・割合の推移（直近 5年）

調査対象市区数は27年 813 市区、28・29年 814 市区、30・元年 815 市区
※執行部が運営しているフェイスブック、ツイッターでの情報発信を含まない数値

27年 28年 29年 30年 元年
フェイスブックによる
情報発信

53市区※

（6.5％）
113市区

（13.9％）
145市区

（17.8％）
163市区

（20.0％）
185市区

（22.7％）

ツイッターによる
情報発信

23市区※

（2.8％）
59市区

（7.2％）
69市区

（8.5％）
81市区

（9.9％）
89市区

（10.9％）

議会モニター制度
の採用

16市
（2.0％）

18市
（2.2％）

25市
（3.1％）

32市
（3.9％）

29市
（3.6％）

議会のパブリックコメ
ントの実施

60市
（7.4％）

47市
（5.8％）

46市
（5.7％）

53市区
（6.5％）

43市区
（5.3％）

住民アンケート調査の
実施

24市区
（3.0％）

40市区
（4.9％）

58市区
（7.1％）

81市区
（9.9％）

87市区
（10.7％）

議会と大学等との協定
の締結

8市
(1.0％）

13市 
（1.6％）

18市
（2.2％）

23市
（2.8％）

26市
（3.2％）

イ
ッ
タ
ー
等
に
よ
る
情
報

発
信
実
施
市
の
64
・
０
％
）、

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
が
１
０
８
市

区
（
同
37・４
％
）、
ツ
イ
ッ

タ
ー
が
8９
市
区
（
同
30
・

８
％
）
な
ど
で
情
報
発
信
に

利
用
さ
れ
て
い
る
。

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
ツ

イ
ッ
タ
ー
等
に
よ
る
議
会
情

報
発
信
の
状
況
は
▽
議
会
モ

ニ
タ
ー
制
度
の
採
用
▽
議
会

の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の

実
施
▽
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
の
実
施
▽
議
会
と
大
学
等

と
の
協
定
の
締
結
―
な
ど
広

報
公
聴
に
関
す
る
項
目
と
併

せ
、
表
に
掲
載
し
て
い
る
。

よ
う
に
通
番
と
し
た
の
が
37

市
（
４・５
％
）
▽
そ
の
他

70
市
区
（
８・６
％
）
―
と

な
っ
た
。

天
皇
陛
下
御
在
位
30
年
、

御
退
位
・
御
即
位
に
関
す
る

議
会
の
決
議
（
賀
詞
）
は
、

１
２
１
市
区
（
14
・
８
％
）

が
議
決
し
た
。

伝
票
９6
市
区
（
同
15・１
％
）

▽
そ
の
他
２
５
１
市
区
（
同

3９
・
６
％
）
―
と
な
っ
た
。

区
（
3９
・
４
％
）。

議
員
間
討
議
を
行
っ
た
会

議
の
種
類
別
で
は
、
▽
委
員

会
２
７
７
市
区（
議
員
間（
自

由
）
討
議
実
施
市
区
の
86
・

３
％
）
▽
協
議
等
の
場
67

市
（
同
20
・
９
％
）
▽
事
実

上
の
会
議
26
市
区
（
同
８
・

１
％
）▽
本
会
議
16
市
区（
同

５・０
％
）
▽
そ
の
他
15
市

（
同
4
・
7
％
）
と
な
っ
た
。



全 国 市 議 会 旬 報 第 2146 号（3）令和３年 2月 5日号

本
会
は
、
１
月
20
日
の
国
会
対
策
委
員
会
を
皮
切
り
に

各
委
員
会
審
議
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
各
委
員
会
で
は
、

今
年
度
の
要
望
結
果
を
了
承
、
次
年
度
へ
の
申
し
送
り
事

項
な
ど
を
決
定
す
る
。
今
号
は
国
会
対
策
・
建
設
運
輸
の

両
委
員
会
に
つ
い
て
掲
載
す
る
。

国
会
対
策
委
員
会

国
会
対
策
委
員
会

建
設
運
輸
委
員
会

建
設
運
輸
委
員
会

国
会
対
策
委
員
会
（
委
員

長
＝
横
山
正
人
横
浜
市
会

議
長
）
は
１
月
20
日
、
第

１
４
２
回
委
員
会
を
書
面
開

催
し
、
令
和
２
年
度
要
望
事

項
の
結
果
概
要
に
つ
い
て
了

承
し
た
。

要
望
結
果
概
要
で
は
、
令

和
２
年
度
の
要
望
書
に
沿

い
、
▽
多
様
な
人
材
の
市
議

会
へ
の
参
画
促
進
▽
地
方
創

生
・
地
方
分
権
改
革
の
推
進

横山国会対策委員長
（横浜市）

及
び
地
方
税
財
源
の
充
実
確

保
▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

対
策
▽
頻
発
・
激
甚
化
す
る

大
規
模
災
害
等
か
ら
の
復

旧
・
復
興
対
策
及
び
防
災
・

減
災
対
策
等
▽
東
日
本
大
震

災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
―
に

つ
い
て
報
告
。

中
で
も
、
▽
地
方
議
員
の

成
り
手
不
足
解
消
▽
固
定
資

産
税
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
を
踏
ま
え

た
特
例
措
置
の
期
限
到
来
に

よ
る
確
実
な
終
了
▽
ゴ
ル
フ

場
利
用
税
の
将
来
に
わ
た
る

制
度
の
堅
持
―
な
ど
に
つ
い

て
、
要
望
項
目
実
現
の
た
め

引
き
続
き
求
め
て
い
く
と
し

た
。

各
委
員
会
が
開
催

各
委
員
会
が
開
催

要
望
結
果
を
報
告

要
望
結
果
を
報
告

建
設
運
輸
委
員
会
（
委
員

長
＝
山
本
達
也
柳
井
市
会

議
長
）
は
１
月
26
日
、
第

１
７
０
回
委
員
会
を
書
面
開

催
し
、
令
和
２
年
度
要
望
結

果
概
要
、
次
年
度
へ
の
申
し

送
り
事
項
な
ど
に
つ
い
て
協

議
、
決
定
し
た
。

令
和
２
年
度
の
要
望
結
果

概
要
で
は
、
①
防
災・減
災
、

国
土
強
靱
化
の
た
め
の
５
か

年
加
速
化
対
策
②
東
日
本
大

震
災
―
に
つ
い
て
、
政
府
予

算
の
う
ち
本
委
員
会
の
要
望

に
沿
っ
た
部
分
を
抜
粋
・
解

説
。①

に
つ
い
て
、「
５
か
年

加
速
化
対
策
」
中
の
事
業
規

模
と
し
て
▽
激
甚
化
す
る
風

水
害
や
切
迫
す
る
大
規
模
地

震
等
へ
の
対
策
に
お
お
む
ね

12
・
３
兆
円
程
度
▽
予
防
保

全
型
イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
へ
の
転
換
に
向
け
た
老

朽
化
対
策
に
お
お
む
ね
２
・

７
兆
円
程
度
▽
国
土
強
靱
化

に
関
す
る
施
策
を
効
率
的
に

進
め
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
化

山本建設運輸委員長
（柳井市）

等
の
推
進
に
お
お
む
ね
０
・

２
兆
円
程
度
―
が
計
上
さ
れ

た
と
し
た
。
②
に
つ
い
て

は
、
令
和
３
年
度
政
府
予
算

に
お
い
て
▽
被
災
者
支
援

に
３
６
２
億
円
▽
住
宅
再

建
・
復
興
ま
ち
づ
く
り
に

５
４
０
億
円
▽
産
業
・
生
業

の
再
生
に
４
５
９
億
円
▽
原

子
力
災
害
か
ら
の
復
興
・
再

生
に
４
６
７
３
億
円
▽
創
造

的
復
興
に
１
３
２
億
円
―
が

そ
れ
ぞ
れ
計
上
さ
れ
た
と
し

た
。次

年
度
へ
の
申
し
送
り
事

項
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
の

要
望
事
項
の
う
ち
①
自
然
災

害
対
策
の
推
進
②
各
種
交
通

基
盤
整
備
の
推
進
③
都
市
基

盤
整
備
の
推
進
④
観
光
施
策

の
推
進
―
に
関
連
し
た
事
項

に
つ
い
て
次
年
度
委
員
会
で

も
引
き
続
き
要
望
す
る
必
要

が
あ
る
と
し
た
。

■ 特集
▶ すべての地域に S D G s を推進

していくために
／北廣雅之

▶ S D G s を具現化するための生
物多様性地域戦略
／香坂　玲

▶ S D G s を活用し、「誰一人取
り残さない社会」を実現しよう
／新田英理子

▶ S D G s に取り組むための、具
体的な方法とは
／高木　超

▶ S D G s カードゲーム体験型研
修を採り入れるメリット
／竹田法信

■ 巻頭言・地方自治に思う
地域社会と S D G s
／末吉竹二郎

■ 現地報告
▶ 京都府木津川市

現代アートを活用したまちづく
りへの挑戦
／西谷昌豊

▶ 山梨県小菅村
　急峻な崖に立つ古民家を活用、

「700 人の村がひとつのホテル」に
／佐藤　誠
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「
住
ま
い
と
暮
ら
し
の
安

心
を
確
保
す
る
居
住
支
援
の

強
化
を
求
め
る
意
見
書
」
は

56
件
。

多
く
が
①
住
居
確
保
給
付

金
の
利
用
者
の
状
況
等
実
態

調
査
を
踏
ま
え
た
よ
り
使
い

や
す
い
制
度
へ
の
見
直
し
②

住
ま
い
の
確
保
が
困

難
な
人
が
住
家
を

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

住
宅
と
し
て
登
録
し

住
み
続
け
ら
れ
る
よ

う
公
募
原
則
の
適
用

除
外
、
住
宅
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
制
度
の

家
賃
低
廉
化
制
度
の

大
幅
拡
充
③
住
宅

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

制
度
の
改
修
費
補
助

意
見
書・決
議
　
２
年
11
月
～
３
年
１
月

不
妊
治
療
へ

不
妊
治
療
へ

保
険
適
用
拡
大
求
め
る

保
険
適
用
拡
大
求
め
る

令
和
２
年
11
月
か
ら
３
年
１
月
に
全
国
の
市
議

会
で
可
決
し
た
意
見
書
・
決
議
の
う
ち
、
本
会
に

報
告
の
あ
っ
た
も
の
を
取
り
ま
と
め
た
。
件
数
の

多
い
順
に
主
な
内
容
を
紹
介
す
る
。

不
妊
治
療
へ
の

不
妊
治
療
へ
の

保
険
適
用
拡
大

保
険
適
用
拡
大

	 件　　名	 意見書	 決議

〇不妊治療への保険適用の拡大	 125	 ―	
〇防災・減災・国土強靱化対策	 	86	 ―	
　の継続・拡充
〇犯罪被害者支援の充実	 58	 ―
〇住まいと暮らしの安心を確保	 56	 ―
　する居住支援の強化	 	
〇少人数学級の更なる拡充	 44	 ―	
〇安全・安心の医療・介護の実	 22	 ―
　現と国民の命と健康を守る	
〇核兵器禁止条約の署名・批准	 22	 ―
〇北朝鮮による拉致問題の早期	 20	 ―
　解決	
　【小計】	 433	 ―
〇その他	 320	 45	
【総合計】	 753	 45

2 年 11月から 3年 1月に可決した意見書・決議の状況

※件名は代表的なもので、同内容のものも含めている
※意見書・決議の件数が多い順に掲載

「
不
妊
治
療
へ
の
保
険
適

用
の
拡
大
を
求
め
る
意
見

書
」
が
１
２
５
件
で
最
多
。

意
見
書
で
は
、
現
在
の
不

妊
治
療
へ
の
保
険
適
用
が
一

部
に
限
ら
れ
、
保
険
適
用
外

の
体
外
受
精
や
顕
微
授
精
が

治
療
を
行
う
人
々
の
経
済
負

担
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
、
助
成
制
度
の
拡
充
の

必
要
性
を
強
調
。

そ
の
上
で
、
①
保
険
適
用

の
拡
大
に
あ
た
る
治
療
を
受

け
る
人
の
選
択
肢
を
狭
め
な

い
配
慮
②
既
存
の
助
成
制
度

を
拡
充
し
た
幅
広
い
世
帯
の

経
済
的
負
担
軽
減
③
不
育
症

や
事
実
婚
へ
の
不
妊
治
療
の

保
険
適
用
、
助
成
の
検
討
④

不
育
症
お
よ
び
不
妊
治
療
と

仕
事
の
両
立
で
き
る
環
境
整

備
、
不
妊
治
療
に
関
す
る
相

談
体
制
の
拡
充
―
を
求
め
た
。

防
災
・
減
災

防
災
・
減
災

国
土
強
靱
化

国
土
強
靱
化

「
防
災・減
災
、
国
土
強
靱

化
対
策
の
継
続
・
拡
充
を
求

め
る
意
見
書
」
は
86
件
。

多
く
の
意
見
書
で
、
令
和

２
年
７
月
豪
雨
な
ど
自
然
災

害
が
頻
発
・
激
甚
化
す
る
中
、

そ
れ
に
備
え
る
防
災
・
減
災
、

国
土
強
靱
化
の
重
要
性
が
増

し
て
い
る
と
指
摘
。

そ
の
上
で
、
①
「
防
災
・

減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め

の
３
か
年
緊
急
対
策
」
の
更

な
る
延
長
と
拡
充
②
地
方
自

治
体
が
国
土
強
靱
化
地
域
計

画
に
基
づ
き
実
施
す
る
対
策

に
必
要
な
予
算
の
総
額
確
保

③
地
方
自
治
体
が
国
土
強
靱

化
地
域
計
画
に
基
づ
き
実
施

す
る
イ
ン
フ
ラ
老
朽
化
対
策

に
必
要
な
予
算
の
総
額
確
保

④
災
害
復
旧
・
災
害
関
連
予

算
の
確
保
や
補
助
対
象
の
拡

大
、
国
土
強
靱
化
財
源
を
安

定
的
に
確
保
す
る
措
置
―
な

ど
を
求
め
た
。

犯
罪
被
害
者
支
援

犯
罪
被
害
者
支
援

「
犯
罪
被
害
者
支
援
の
充

実
を
求
め
る
意
見
書
」
は
58

件
。全

て
の
意
見
書
が
、
① 

犯

罪
被
害
者
が
民
事
訴
訟
等
で

損
害
賠
償
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
犯
罪
被
害
者
の
損
害
回
復

の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め

の
必
要
な
措
置
②
犯
罪
被
害

者
に
対
す
る
経
済
的
支
援
の

充
実
、
手
続
き
的
負
担
の
軽

減
③
犯
罪
被
害
者
誰
も
が
事

件
発
生
直
後
か
ら
弁
護
士
の

法
的
支
援
を
受
け
ら
れ
る
公

費
に
よ
る
被
害
者
支
援
弁
護

士
制
度
の
創
設
④
性
犯
罪
・

性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
病

院
拠
点
型
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支

援
セ
ン
タ
ー
を
各
都
道
府
県

１
か
所
以
上
の
設
立
、
人

的
・
財
政
的
支
援
⑤
地
域
の

状
況
に
応
じ
た
犯
罪
被
害
者

支
援
施
策
実
施
の
た
め
、
全

て
の
地
方
公
共
団
体
で
犯
罪

被
害
者
支
援
条
例
を
制
定
可

能
な
支
援
―
を
求
め
た
。

居
住
支
援
の
強
化

居
住
支
援
の
強
化

及
び
登
録
促
進
に
係
る
取
り

組
み
支
援
④
住
宅
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
制
度
の
家
賃
債

務
保
証
料
の
低
廉
化
制
度
拡

充
、
残
置
物
処
分
費
用
や
原

状
回
復
費
用
に
係
る
貸
主
の

負
担
軽
減
⑤
居
住
支
援
法
人

活
動
支
援
事
業
で
の
支
援
が

困
難
な
障
が
い
者
や
刑
務
所

出
所
者
等
へ
の
支
援
を
手
厚

く
評
価
し
加
算
す
る
制
度
創

設
⑥
生
活
困
窮
者
及
び
生
活

保
護
受
給
者
に
対
し
相
談
者

の
状
況
に
応
じ
た
一
貫
し
た

支
援
を
可
能
と
す
る
事
業
の

恒
久
化
、
取
り
組
み
自
治
体

増
加
⑦
刑
務
所
出
所
後
の
帰

住
先
の
調
整
が
つ
か
な
い
高

齢
者
や
障
が
い
者
等
に
対
す

る
、
保
護
観
察
所
や
更
生
保

護
施
設
等
の
受
刑
中
か
ら
の

支
援
実
施
、
居
住
支
援
法
人

等
と
連
携
し
た
適
切
な
帰
住

先
確
保
、
切
れ
目
の
な
い
見

守
り
支
援
を
訪
問
型
で
行
う

事
業
の
創
設
⑧
住
宅
施
策
全

般
で
の
国
交
省
と
厚
労
省
、

都
道
府
県
・
市
区
町
村
の
役

割
・
責
務
明
確
化
、
抜
本
的

連
携
強
化
、
地
方
自
治
体
で

の
住
宅
行
政
と
福
祉
行
政
の

一
層
の
連
携
強
化
⑨
重
層
的

支
援
体
制
整
備
事
業
に
お
け

る
市
町
村
の
包
括
的
支
援
体

制
構
築
、
必
要
な
支
援
提
供

―
を
求
め
た
。


